
※暁中学校グラウンド等を臨時駐車場として開放します。 

臨時駐輪場 

多目的広場 

P
P

P

P

P
PPP

ララジジオオ体体
操操・・  

　　みみんんなな
のの体体操操会会

  ララジジオオ体体
操操・・  

　　みみんんなな
のの体体操操会会

  ラジオ体
操・ 

　みんな
の体操会

 
　毎年、夏休み期間中にラジオ放送されている「夏期巡

回ラジオ体操・みんなの体操会」が津島市にやってきま

す。「健康づくり」のきっかけにぜひご参加ください。 

日時　８月１０日 　午前６時開会 
　　　（午前５時５０分集合、午前５時３０分開場） 

場所　東公園多目的広場（雨天時は錬成館） 
対象　どなたでも 

　　　※参加者には記念品があります。 

内容　ラジオ体操第一・第二を実施し、その模様をＮＨＫ

ラジオ第１放送により、会場から全国に放送予定（午前

６時３０分～４０分）。放送終了後、ラジオ体操講師によ

るポイントレッスンを開催します。 

・暑くなることが予想されますので、各自で熱中症
対策をお願いします。 

・駐車場の台数に限りがあるため、乗合せまたは徒歩・
自転車での来場にご協力ください。 
・雨天会場は狭小のため、入場制限をさせていただ
く場合があります。 
・雨天会場は武道場のため、履物はご遠慮ください。
また、靴袋を各自ご用意ください。 

問合　社会教育課スポーツ振興Ｇ 
　　　内線２２８４・２２８５ 

体操指導 
鈴木　大輔 

ピアノ演奏 
幅　しげみ 

主催　株式会社かんぽ生命保険・ＮＨＫ・ＮＰＯ法人全国ラジオ 
　　　体操連盟 
後援　市体育協会・市スポーツ少年団・市スポーツ推進委員会・ 
　　　津島スポーツクラブホワイトウイングズ 
 

７ 「市政のひろば」つしま2017.8「市政のひろば」つしま2017.8５ 



国民健康保険 
からのお知らせ 

問合　保険年金課国民健康保険Ｇ 
内線２１２５～２１２９ 

 

                

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
出
産
し
た
と

き
、出
産
育
児
一
時
金
と
し
て
出
生
児
１
人

に
つ
き
４２
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

※
「
産
科
医
療
補
償
制
度
」
に
加
入
し
て

い
る
医
療
機
関
で
、妊
娠
２２
週
以
降
の
出
産

（
流
産
ま
た
は
死
産
も
可
）の
場
合
で
す
。
産

科
医
療
補
償
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
医
療

機
関
で
の
出
産
、ま
た
は
妊
娠
１２
週
〜
２２
週

未
満
で
の
出
産
の
場
合
は
、４０
万
４
０
０
０
円

と
な
り
ま
す
。 

 

出
産
育
児
一
時
金
直
接
支
払
制
度
と
は 

医
療
機
関
に
て
出
産
育
児
一
時
金
直
接
支

払
制
度
の
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

よ
り
、市
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
を
直
接
医

療
機
関
な
ど
に
支
払
い
ま
す
。 

こ
れ
に
よ
り
医
療
機
関
な
ど
で
の
支
払
い

は
、出
産
費
用
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
を
差

し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。 

な
お
、こ
の
制
度
を
利
用
し
な
か
っ
た
場
合

や
、出
産
費
用
が
出
産
育
児
一
時
金
の
額
を

下
回
っ
た
場
合
は
、出
産
後
に
窓
口
で
請
求
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

持
ち
物
　
保
険
証
、印
鑑
、領
収
書
、母
子
手

帳
、直
接
払
制
度
合
意
文
書 

  

高
額
療
養
費
は
、同
じ
月
内
に
、医
療
機
関

窓
口
で
支
払
っ
た
自
己
負
担
金
の
う
ち
、自
己

負
担
限
度
額
（
表
参
照
）
を
超
え
た
額
が
支

給
さ
れ
る
制
度
で
す
。
該
当
す
る
方
に
は
、個

別
に
通
知
し
ま
す
。
通
知
を
受
け
取
ら
れ
た

方
は
、窓
口
で
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

持
ち
物
　
保
険
証
、印
鑑
、領
収
証
、世
帯
主

の
口
座
が
分
か
る
も
の
、個
人
番
号
が
分

か
る
も
の
、身
分
証
明
書 

 

限
度
額
適
用
認
定
証
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
に
つ
い
て 

７０
歳
未
満
ま
た
は
７０
歳
以
上
の
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
、医
療

機
関
に
提
示
す
る
と
、医
療
費
の
窓
口
負
担

が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払
い
で
済
み

ま
す（
表
参
照
）。 

な
お
、国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い

る
世
帯
の
方
は
、交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

持
ち
物
　
保
険
証
、印
鑑
、個
人
番
号
が
分
か

る
も
の
、身
分
証
明
書 

 

高
額
療
養
費
に
つ
い
て 

出
産
育
児
一
時
金
直
接
支
払
制
度
に
つ
い
て 

出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て 

限
度
額
適
用
認
定
証
・
標
準
負
担
額
減
額 

認
定
証
に
つ
い
て 

７０歳未満 

７０歳以上 

国民健康保険加入者の高額療養費自己負担限度額と入院時の食事標準負担額 

注　医療機関ごとの窓口負担額（処方箋薬局分を含む）が２１,０００円を超えた場合に限り対象となります。 

２５２,６００円＋（総医療費ー８４２,０００円）×１％ 
【１４０,１００円】 

１６７,４００円＋（総医療費ー５５８,０００円）×１％ 
【９３,０００円】 

８０,１００円＋（総医療費ー２６７,０００円）×１％ 
【４４,４００円】 

５７,６００円【４４,４００円】 

３５,４００円【２４,６００円】 

入院時の食事標準負担額（１食あたり） 

９０１万円超および未申告世帯 

６００万円超９０１万円以下 

２１０万円超６００万円以下 

２１０万円以下 

住 民 税 非 課 税 世 帯  

２１０円（過去１２カ月の入院日数
が９０日を超える場合は１６０円） 

２１０円（過去１２カ月の入院日数
が９０日を超える場合は１６０円） 

外来のみ 
（個人単位） 

８０,１００円＋（総医療費－２６７,０００円）×１％ 
【過去１２カ月以内で４回目以降は４４,４００円】 

入院時の食事標準負担額 
（１食あたり） 

住民税課税所得が 
１４５万円以上 

住民税課税所得が 
１４５万円未満 

所得区分 自己負担限度額【過去１２カ月以内で４回目以降】 

３６０円 

所得区分 
自己負担限度額 

外来＋入院 
（世帯単位） 

５７,６００円 
（※１） 

３６０円 
１４,０００円（※２） 

（年間上限１４４,０００円） 

８,０００円 

低 所 得 Ⅱ 
（低所得Ⅰ以外） 

５７,６００円（※１） 
【過去１２カ月以内で４回目以降は４４,４００円】 

 
２４,６００円 

１５,０００円 １００円 
低所得Ⅰ（年金収入が
８０万円以下など） 

住民税 
非課税 
世帯 

（※１）平成２９年８月診療分より自己負担限度額が４４,４００円から５７,６００円になりました。 
（※２）平成２９年８月診療分より自己負担限度額が１２,０００円から１４,０００円（年間上限１４４,０００円）になりました。 
　　  なお、年間上限は８月診療から翌年７月診療までの累計額に対して適用されます。 
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国民健康保険 
からのお知らせ 

問合　保険年金課国民健康保険Ｇ 
内線２１２５～２１２９ 

 

窓
口
一
部
負
担
金
減
免
制
度
に
つ
い
て 

失
業
等
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
、

資
産
や
融
資
の
活
用
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、一
時
的
に
医
療
機
関
な
ど
へ
の
一
部
負

担
金（
医
療
費
）の
支
払
い
が
困
難
な
と
き
に
、

減
免（
減
額
、免
除
お
よ
び
支
払
猶
予
）す
る

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。 

申
請
に
は
、収
入
や
資
産
に
関
す
る
証
明

書
や
申
告
書
類
の
他
、医
師
の
意
見
書
等
が

必
要
に
な
り
ま
す
。 

申
請
期
限
　
減
免
の
対
象
と
な
る
事
由
の
発

生
し
た
日
か
ら
６
カ
月
以
内 

適
用
期
間
　
申
請
日
か
ら
６
カ
月
を
経
過
し

た
月
の
末
日
ま
で 

 

交
通
事
故
に
あ
っ
た
場
合 

交
通
事
故
を
は
じ
め
、第
三
者（
他
人
）の

加
害
行
為
に
よ
っ
て
傷
病（
病
気
や
ケ
ガ
）を

受
け
た
場
合
で
も
、国
民
健
康
保
険
で
治
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

な
お
、加
害
者
と
示
談
す
る
前
に
必
ず
市

役
所
に
連
絡
を
し
て
か
ら
、届
け
出
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。 

持
ち
物
　
保
険
証
、印
鑑
、個
人
番
号
が
分
か

る
も
の
、事
故
証
明
書 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
５
〜
２
１
２
９ 

       

  

日
程
　
９
月
３
日

、４
日

、１０
日

 

場
所
　
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

内
容
　
健
康
診
査
、が
ん
検
診（
肺
が
ん
、胃

が
ん
、大
腸
が
ん
）、歯
科
検
診 

※
セ
ッ
ト
健
（
検
）
診
の
た
め
、ど
れ
か
を
選

択
し
て
受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

全
て
の
健（
検
）診
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

対
象
　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方 

・
健(

検)

診
実
施
日
に
、津
島
市
国
民
健
康

保
険
に
加
入
中
の
昭
和
５３
年
３
月
３１
日
以

前
生
ま
れ
の
方
、ま
た
は
後
期
高
齢
者
医

療
に
加
入
中
の
方 

・
セ
ッ
ト
健（
検
）診
の
う
ち
、今
年
度
に
１
つ

も
受
診
し
て
い
な
い
方 

定
員
　
各
日
３０
人(

最
少
催
行
人
数
１５
人) 

　
定
員
に
な
り
次
第
終
了 

費
用
　
左
表
の
と
お
り 

           

申
込
　
８
月
８
日

午
前
８
時
３０
分
〜
１７
日

午
後
５
時
１５
分
に
、電
話
で
左
記
へ
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
９ 

交
通
事
故
に
あ
っ
た
場
合 

窓
口
一
部
負
担
金
減
免
制
度
に
つ
い
て 

集
団
に
よ
る
健
康
診
査
・
が
ん
検
診
・
歯
科 

検
診
の
セ
ッ
ト
健(

検)

診
を
実
施
し
ま
す 

※年齢は平成３０年３月３１日時点の年齢です。 
※市民税非課税世帯等、無料になる場合があ
ります（事前に手続きが必要です）。詳しく
は「市政のひろば５月号」をご確認ください。 

セット健(検)診料金表 

４０～６４歳 
（下記年齢除く） 

４０,４５,５０歳 

６５～６９歳 

７０歳以上 

 

受診料 

３,３００円 

２,３００円 

２,３００円 

１,１００円 

 

児童扶養手当、遺児手当（県・市）、特別児童扶養
手当の認定を受けている方は、現況届を提出してく
ださい。 
この届けは、８月からの手当の支給を決める大切
なものです。 
現在、支給停止中の方も届けが必要です。また、
児童扶養手当受給開始後５年経過された方は、個別
に通知している「一部支給停止適用除外事由届出書」
の提出もお願いします。 
受付期間を過ぎますと、１２月期の定期支払が受け

られない場合があります。 
受付期間 
①児童扶養手当・県遺児手当・市遺児手当を受けて
いる方 
　８月１日 ～３１日  
②特別児童扶養手当を受けている方 
　８月１０日 ～９月１１日  
受付場所 
　８月１日 ～３１日 　市役所２階会議室 
　９月１日 ～１１日 　子育て支援課 
問合　子育て支援課子育て支援Ｇ 
　　　内線２２２３・２２２４ 

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手
当を受けている方は、「現況届」を８月１０日 ～９月
１１日 に提出してください。 
愛知県在宅重度障害者手当を受けている方は、「所

得状況届」を、８月１日 ～３１日 に提出してください。 
この届けを提出されないと、次回からの手当の支
払ができなくなりますので、必ず期間内に手続きを
してください。 
なお、介護保険施設等に入所、もしくは医療機関

に３カ月以上継続して入院されますと手当は受けら
れません（障害児福祉手当については、入院中の方
も継続して支給されます）。該当の方は速やかに「手
当喪失届」を提出してください。届けが遅れると、手
当を返還していただくことになります。　　　　　 
　現在支給停止中の方も届けが必要です。 
受付・問合　福祉課福祉Ｇ 
　　　     内線２１３１、２１３２、２１３５ 
 

７ 「市政のひろば」つしま2017.8７ 

市役所　124-1111国民健康保険からのお知らせ、現況届をお忘れなく 



  

介
護
保
険
料
は
前
年
の
所
得
を
基
に
算
定

し
て
い
ま
す
。 

こ
の
た
び
、平
成
２９
年
度
の
保
険
料
額
が

確
定
し
た
た
め
、該
当
の
方
に
８
月
１
日
付

け
で「
納
入
通
知
書（
保
険
料
額
決
定
通
知
書
）」

を
お
送
り
し
ま
す
。 

納
付
方
法
は
、次
の
と
お
り
で
す
。 

年
間
を
通
し
て
普
通
徴
収
の
方 

８
月
か
ら
、今
回
確
定
し
た
保
険
料
で
の

納
付
が
始
ま
り
ま
す
。 

対
象 

・
年
金
額
が
年
額
１８
万
円
未
満
の
方
や
受
給

年
金
が
老
齢
福
祉
年
金
の
方 

・
年
度
途
中(

平
成
２９
年
４
月
２
日
以
降)

に

６５
歳
に
な
ら
れ
た
方
や
転
入
さ
れ
た
方 

年
間
を
通
し
て
特
別
徴
収
の
方 

１０
月
か
ら
、今
回
確
定
し
た
保
険
料
で
の

年
金
天
引
き
が
始
ま
り
ま
す
。 

対
象
　
既
に
年
金
か
ら
保
険
料
を
天
引
き
さ

れ
て
い
る
方 

現
在
普
通
徴
収
で
、　
　
　
　 

８
月
か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
方 

８
月
は
仮
の
保
険
料
で
、１０
月
か
ら
は
今

回
確
定
し
た
保
険
料
で
の
年
金
天
引
き
が
始

ま
り
ま
す
。 

対
象
　
平
成
２８
年
１２
月
２
日
か
ら
平
成
２９
年

２
月
１
日
ま
で
に
６５
歳
に
な
ら
れ
た
方
、ま

た
は
、同
期
間
に
転
入
し
資
格
を
取
得
さ

れ
た
方
で
、年
額
１８
万
円
以
上
の
年
金
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方 

現
在
普
通
徴
収
で
、　
　
　
　 
1
0

月
か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
方 

８
月
・
９
月
は
今
回
確
定
し
た
保
険
料
を

普
通
徴
収
で
納
付
、
１０
月
か
ら
は
年
金
天
引

き
が
始
ま
り
ま
す
。 

対
象
　
平
成
２９
年
４
月
１
日
現
在
で
、年
金

受
給
額
が
年
額
１８
万
円
以
上
の
６５
歳
以
上

の
方
で
、８
月
ま
で
に
年
金
天
引
き
が
始

ま
っ
て
い
な
い
方 

普
通
徴
収

普
通
徴
収
…
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
の

納
付
方
法 

特
別
徴
収

特
別
徴
収
…
年
金
天
引
き
に
よ
る
納
付
方
法 

※
天
引
き
対
象
年
金
は
、老
齢（
退
職
）年
金
、

遺
族
年
金
、障
害
年
金
で
す
。 

口
座
振
替
の
ご
利
用
を 

普
通
徴
収
の
方
は
、口
座
振
替
を
利
用
さ

れ
る
と
便
利
で
す
。          

持
ち
物
　 

・
市
指
定
金
融
機
関
で
手
続
き
す
る
場
合 

　
介
護
保
険
料
の
納
付
書
、通
帳
、通
帳
印 

・
市
役
所
で
手
続
き
す
る
場
合 

　
介
護
保
険
料
の
納
付
書
、通
帳
、通
帳
印
、

ま
た
は
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド 

※
市
役
所
高
齢
介
護
課
窓
口
で
は
、キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
だ
け
で
、口
座
振
替
が
簡
単
に
登

録
で
き
る
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
と･･･ 

介
護
保
険
料
は
、介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に

必
要
な
費
用
を
ま
か
な
う
重
要
な
財
源
で
す
。

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
、サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に
、制
約
を
受
け
た
り
、

利
用
者
負
担
が
重
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

◆
保
険
料
を
１
年
以
上
滞
納
し
た
場
合 

介
護
保
険
の
給
付
が
償
還
払
い（
利
用
料

の
全
額
を
い
っ
た
ん
本
人
が
支
払
い
、後
か
ら

９
割
ま
た
は
８
割
分
の
払
い
戻
し
を
受
け
る

方
法
）に
変
わ
り
ま
す
。 

◆
保
険
料
を
１
年
６
カ
月
以
上
滞
納
し
た
場

合 滞
納
し
て
い
る
介
護
保
険
料
が
納
付
さ
れ

る
ま
で
、保
険
給
付
の
全
額
ま
た
は
一
部
を

一
時
差
し
止
め
ま
す
。
そ
れ
で
も
保
険
料
を

納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、差
し
止
め
ら
れ
て
い

る
保
険
給
付
額
か
ら
滞
納
保
険
料
を
控
除
し

ま
す
。 

◆
保
険
料
を
２
年
以
上
滞
納
し
た
場
合 

滞
納
期
間
に
応
じ
て
、給
付
割
合
が
７
割

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。つ
ま
り
、利
用
者
の

負
担
が
３
割
に
な
り
ま
す
。 

ま
た
、１
カ
月
に
支
払
っ
た
利
用
者
負
担
額 

 
 
 
 
 
 

が
一
定
の
上
限
額
を
超
え
る
と
、そ
の
超
過

分
が
払
い
戻
さ
れ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
支
給
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。 

誰
も
が
安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
、保
険
料
の
納
付
に
ご
理
解
く
だ
さ

い
。 

問
合
　
高
齢
介
護
課
介
護
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
４
１
〜
２
１
４
３ 

   

介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り
平
成
２９
年

８
月
か
ら
高
額
介
護（
予
防
）サ
ー
ビ
ス
費
の

基
準
が
次
の
よ
う
に
変
更
と
な
り
ま
す
。 

【
変
更
点
】 

世
帯
の
誰
か
に
市
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い

る
方
の
負
担
の
上
限
が
、月
額
３
万
７
２
０
０

円
か
ら
４
万
４
４
０
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。 

※
た
だ
し
、同
じ
世
帯
の
全
て
の
６５
歳
以
上

の
方
（
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
方

を
含
む
）の
利
用
者
負
担
割
合
が
１
割
の

世
帯
は
、年
間
４４
万
６
４
０
０
円
の
上
限
が

設
け
ら
れ
、年
間
を
通
し
て
の
負
担
額
が

増
え
な
い
よ
う
に
さ
れ
ま
す（
３
年
間
の

時
限
措
置
）。 

問
合
　
高
齢
介
護
課
介
護
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
４
１
〜
２
１
４
３ 

 介
護
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
 

高
額
介
護（
予
防
）サ
ー
ビ
ス
費
の
基
準
 

が
変
わ
り
ま
す
  

 

年
間
を
通
し
て
普
通
徴
収
の
方 

年
間
を
通
し
て
特
別
徴
収
の
方 

口
座
振
替
の
ご
利
用
を 

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
と･･･ 

現
在
普
通
徴
収
で
、　
　
　
　 

８
月
か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
方 

 

現
在
普
通
徴
収
で
、　
　
　
　 

１０
月
か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
方 

注　「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用した 
　ご本人の負担の上限額を指します。 

生活保護を受給している方 

前年の合計所得金額と公的年金収入額 
の合計が年間８０万円以下の方 
 

世帯の全員が市民税を課税されていない方 
 

世帯の誰かに市民税を課税されている方 
 

現役並み所得者に相当する方がいる世帯 
 

対　象 
負担の上限（月額） 

平成２９年７月まで 平成２９年８月から 

４４,４００円（世帯） 

４４,４００円（世帯）※ 

１５,０００円（個人） 

２４,６００円（世帯） 

２４,６００円（世帯） 
１５,０００円（個人） 

４４,４００円（世帯） 

３７,２００円（世帯） 

２４,６００円（世帯） 

２４,６００円（世帯） 
１５,０００円（個人） 

１５,０００円（個人） 
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図３ 図２ 

図１ 

津島市民病院 

第
５９
回
水
道
週
間
ア
ン
ケ
ー
ト
 

実
施
結
果
 

   

６
月
１
日
〜
７
日
の
１
週
間
、水
道
水
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
３

０
７
人
の
方
か
ら
回
答
を
い
た
だ
き
、あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
は
次
の
と

お
り
で
す
。 

こ
れ
か
ら
も
安
全
で
お
い
し
い
水
道
水
の

供
給
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

問
合
　
上
下
水
道
部
管
理
課
管
理
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
４
４
１
・
２
４
４
２ 

問１.　日ごろ水道水を飲んでいますか。 
 

問２.　津島市の水道水をおいしいと思いますか。 
 

問３.　日ごろから節水に心がけていますか。 
 

問４.　津島市の水道水は安全だと思いますか。 
 

（↑↓：昨年度比増減） 

はい いいえ 無回答 

第５９回水道週間アンケート結果 

９３％（↓０％） 

６８％（↓２％） ２８％（↑２％） 

１％ 

４％ 

７４％（↓９％） ２５％（↑９％） １％ 

８５％（↑２％） １１％（↓２％） ４％ 

６％（↓０％） 

昭和町・藤浪町・藤里町・立込町・橘町および愛宕町
地内の箇所において下水管新設工事を実施します。ま
た一部の箇所において、工事に伴う上水道の移設工事
も同時に実施します。 
工事期間中は事故防止を図るため、道路の片側交
互通行等の交通規制を行います。なお、規制期間につ
いては、現地案内看板等でお知らせします。ご迷惑を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 
工事箇所　昭和町・藤浪町・藤里町地内(図１)、立込町
地内（図２）、橘町・愛宕町地内(図３) 
工事期間　平成３０年２月末まで 
問合　工務課工務Ｇ 
　　　内線２４２６・２４２８ 
 

下水道工事のお知らせ 

７ 「市政のひろば」つしま2017.8９ 

市役所　124-1111上下水道部からのお知らせ 
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